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            ご依頼、お問合せはこちら


	TEL 024-554-2773
お気軽にご相談下さい



  
    
      
        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        お問合せフォーム


        ご相談・お問合せはこちら
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Information


  
    
      宍戸労務管理事務所

■所在地
〒960-0111 福島県福島市丸子字町裏 2-3
■電話番号
024-554-2773
■FAX番号
024-554-1887
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        当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認定されました。
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        更新情報  　
2024年2月29日 NEW 
・労務管理テンプレートに2024年4月版の36協定届（No21-1～21-6）、
　および労働条件通知書（No39-3）を追加しました。
2024年1月15日

・お知らせに人事労務だより2月号を追加しました。
2023年12月8日

・労務管理テンプレートに2024年4月版の労働条件通知書（No38-2、39-2）を追加しました。

2023年11月2日

・お知らせに厚生労働省からのお知らせ「年収の壁・強化パッケージ」を追記しました。
・福島県の最低賃金は時給900円です。（10月1日施行）

2023年4月3日　

・お知らせに「人材開発支援助成金について」を追加しました。

2023年2月1日
・お知らせに「特定求職者雇用開発助成金の拡充について」を追加しました。

・業務改善助成金（通常コース）の拡充について　※申請及び事業完了期限：令和5年3月31日
・在籍型出向を活用した場合の「産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）」について
2022年10月5日

・お知らせに「改正職業安定法2022年10月1日施行」を追加しました。

2022年9月30日　
・10月6日より最低賃金額が変わります（福島県は時給858円になります）
・お知らせに「業務改善助成金の拡充について」「女性活躍推進法に関する制度改正について」を追加しました。

2022年7月20日

・デジタル分野などの社員教育に人材開発支援助成金をご活用ください
・お知らせ「働き方改革推進支援助成金について」を更新しました

2022年5月26日
・2023年4月1日より月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
・お知らせに「新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等」を更新しました









    






  






  
    
      
        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        キャッチフレーズ


        ここに説明文を入力してください。ここに説明文を入力してください。

        
          
            
              
              過去のお知らせ
              
            

          

        
        
      

    

  





  
    
      
        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        経営者をサポートします


        労働基準法、労働契約法、パート労働法、育児介護法等々様々な労務法の改正により、今後ますます労働管理が重要になってきます。
健全かつ高い職業倫理に基く企業経営をすることで、質の高い人材を育成・確保し、必然的に企業体質の強化につながり、売り上げの増加、ひいては社会貢献につながります。
良好な労使関係を築くため、また未然に労使トラブルのリスクをなくすための助言・相談を致します。 
また、現在労使トラブルを抱えている経営者の方も、早期解決が大切です。
ぜひ、お電話または、お問合せフォームをご利用ください。
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        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        不服申し立てサポート


        行政処分について、不服がある場合は、審査請求ができます。声を上げなければ何も変わりません。さらに、審査請求裁決に不服がある場合は、再審査請求ができます。納得がいくまで声を出しましょう。お手伝いいたします。
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        障害年金は、申請しないともらえません。申請のお手伝いをいたします。

        障害年金サポート


        今般、うつ等による精神疾患が激増しています。「会社に行けない・・・！」「日常生活に支障が出ている・・・！」このような精神疾患でも障害年金が受給できる場合があります。また、がんによる内部障害、全身疾患でも受給できる場合があります。

        
          
            
              
              障害基礎・厚生年金とその手続き
              
            

          

        
        
      

    

  





  
    
      
        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        個別労使紛争問題
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        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        労災事故
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        ここにキャッチフレーズの説明を入力してください

        労務管理


         　

        
          
            
              
              テンプレート
              
            

          

        
        
      

    

  




個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言




  
    
       >  特定個人情報保護評価確認書
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